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水戸家裁総第420号

（組ろ－02）

平成31年4月16日

最高裁判所事務総局総務局長殿

水戸家庭裁判所長東海林 保

平成31年度水戸家庭裁判所における裁判官の配置，裁判事

務の分配及び代理順序，開廷の日割並びに司法行政事務の代

理順序について

（平成6年7月22日付け総一第182号に基づく報告）

4月15日現在の標記の定めは，別添のとおりです。



平成31年度水戸家庭裁判所における裁判官の配置，裁

判事務の分配及び代理順序， 開廷の日割並びに司法行政

事務の代理順序について

水戸家庭裁判所



第1 裁判官の配置，裁判事務の分配及び代理順序並びに開廷日割

（裁判官の配置）

第1条本庁及び支部の裁判官の配置を別紙第1のとおりとする。

（裁判事務の分配及び開廷日割）

第2条本庁及び支部における裁判事務の分配及び開廷日割を別紙第2のとおり

とする。

（代理順序）

第3条本庁の裁判官に差し支えがあるときの代理順序は，本庁の裁判官が協議

して定め， これによることができないときは，所長の指名する裁判官が代理す

る。

2 土浦，龍ケ崎及び下妻の各支部の裁判官に差し支えがあるときの代理順序

は，その支部の裁判官が協議して定め， これによることができないときは，所

長の指名する裁判官が代理する。

3 日立及び麻生の各支部の裁判官に差し支えがあるときは，所長の指名する裁

判官が代理する。

第2 司法行政事務の代理順序

（所長の代理）

第4条所長に差し支えがあるときは，次の順序に従い代理する。

第1順位本吉弘行

第2順位鈴木進介

第3順位小嶋順平

（支部長の代理）

第5条土浦，龍ケ崎及び下妻の各支部の支部長に差し支えがあるときは，その

支部の裁判官（ただし，未特例判事補を除く。 ）が別紙第1の2に登載された

順序に従い代理する。

2前項以外の支部の支部長に差し支えがあるときの代理については，第3条第

3項の規定を準用する。



附則

この定めは，平成31年1月1日から施行する。

この定めは，平成31年1月16日から施行する。

この定めは，平成31年3月25日から施行する。

この定めは，平成31年4月1日から施行する。

ノ



(別紙第1）

裁判官の配置

1 本庁

判事（所長）

判事

判事

判事

判事

判事

判事補（特例）

2 支部

（1） 日立支部

判事（支部長）

（2） 土浦支部

判事（支部長）
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判事
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晴子

良奈

判事（支部長）

判事

麻生支部

判事（支部長）

判事

下妻支部

判事（支部長）

判事

判事

判事

判事補（特例）
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腸I脳第2）

裁判事務の分酉汲び開廷日割

1本庁

'

裁判 官 裁判事務の分配 開廷日

判事
鰄 保

1籍二調牛等

(1)家事審判事件偶'陵第一事件）

ア月I脇記載の事件を除く全事件

(2)家事調停事件（277条割牛の審判を含む

。 ）

5分の1

12分の1

随時

金

判事

本吉弘行

1癖事件等

(1)家事審判事件(別表第一事件）

ア
１
１
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｏ
ｈ
１
ｊ
ｌ
ｌ
Ｊ
ｔ
１
Ｊ

２
３
４
５
６

１
１
１
１
１

別紙言蹴の事件を除く全事件

家事審判事件（別表第二事件）

家事調停事件（277条事件の群Iを含む

）

人弓謂荊津件（関延爵獄津件を含むb )

保全異議及び保全取消事件

その他の事件

2少年事件

(1)少年保瀞件

ア
イ
身柄事件

観護措置（彰驍時間外を除く。 ）

(2)準少年保護事件,少年審判等共助事件,少

年審判雑事件

5分の2

6分の2

12分の4

5分の3

全部

5分の3

8分の2

4分の1

鵬
嶮

嶮
肱
鵬
鵬
月
金
職

判事

鈴木進介 侶I｣表第一事件）

家事事件等

(1)家事審半陣件
t

別紙言蹴の事件

別紙記載の事件を除く全事件

家事審判事件侶l俵第二事件）

家事調停事件（277条事件の審判を含む

）

人事訴訟事件（関連訴訟事件を含むb )

保全命令事件

家事共助事件，家事雑事件

臨検許可状請求事件(薯筋時間外を除く。 ）

ア
イ

その他の事件

ｔ
ｌ
ｊ
１
ｌ
Ｊ
ｏ
ｈ
１
Ｊ
１
１
Ｊ
１
１
Ｊ
ｈ
ｌ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｊ

２
３
４
５
６
７
８

１
１
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

1

2分の1

5分の1

6分の2

12分の5

5分の2

釧
釧
鋼

5分の2

鵬
鵬
赫
赫
雌
鵬
職
鵬
職



2少年事件

（1）少年儒謬事件

ア
イ

(2)

身柄事件

観護措置（導膀時間外を除く。 ）

準少年保瀞件，少年審判等共助事件

年審判椎事件

， 少

8分の2

4分の1

火
月

随時

判事

相澤千尋

1燕事件等

(1)家事審判事件侶I陵第二事f杓

(2)家事制亭事件（277条事件の審判を含む

0 ）

6分の1

12分の1

月火

月火

判事

小嶋順平

1家事事件等

(1)家事審判事件(別表第一事㈹

ア月I脳記載の事件

イ別紙言蹴の事件

１
１
２
３
１
１

◎

を除く全事件

家事審判事件侶l辰第二事件）

家事淵号事件（277条事件の審判を含む

）

2少年事件

(1)少年保護事件

ア
イ
ウ
エ

(2)

身柄事件

在宅事件（交通関係事件

交通関係詞牛（身柄事件

を除く。 ）

を除く。 ）

観護措置（彰膀時間外を除く。 ）

準少年保護事件，少年審判等共助事件，

年審判雑事件

少

2分の1

5分の1

6分の1

12分の1

8分の2

4分の3

全部

4分の1

職
鵬
月
月
木
鵬
賊
赫
鵬

判事補（特例）

佐藤康 行

少

1少年事件

(1)少年保護事件

ア身柄事件

イ在宅事件佼通関係事件を除く。 ）

ウ観護措置鰯筋時間外を除く。 ）

（2）準少年保護事件，少年審判等共助事件，

年審判雑事件

8分の2

4分の1

4分の1

火
鵬
火
鵬



判事

東海林 保

判事

本吉弘行

判事

鈴木進介

判事

角田康洋

判事

相澤千尋

判事

小嶋順平

判事補（特例）

佐藤康行

》
砕１

１
１
１

１
２ 釧

釧
鵬
鵬

1燕事件等

(1)別表第一事件で別に洞ﾃ裁判官の申合せにより即日処理の方式で処理することと定めた

ものは，別に本庁裁判官の申合せにより定める当番の裁判官が担当する。

(2)別表第二調停事件から移行した審判事件は，当該調停事件を担当した裁判官が担当する

。 ただし，判事東海林保が担当した同調停事件については，判事本吉弘行が担当する。

(3)審判前の保全処分は，本案の審判 ， 調停事件を担当する裁判官が担当する。

(4)執務時間外における臨検許可状請求事件の取扱いについては,水戸地方裁判所の職判

事務の分酉蒔についての定め」第16条の2第2項の定めに準じて，上席裁判官が水戸地

方裁判所刑事部の事務を総括する裁判官及び水戸簡易裁判所の司法柿攻事務を掌理する裁

判官と協議して定める。

(5)判事角田康洋及び判事補(特例)佐藤康行は，家事事件等の合議事件は担当しない

2少年事件

(1)少年保護事件

ア 執務時間外における観護措置等の取扱いについては,第3条第1項前段に基づき，本

庁の裁判官が別途協議して定める。

イ判事補(特例)佐鰯秦行に差し支えがあるときは，同人の担当事件は判事角田康洋が

担当する。



2 日立支部

3土浦支部

裁判 官 裁判事務の分配 開廷日

判事

神田温子

1家事事件等

(1)家事群1事件，家事獅享事件

(2)人事訴訟事件（関磨＃獄津件を含t島）

(3)保全命令事件（保全異議及び保全取消事件

を含迩)，癖共助事件，家喜報淳件

釧
釧

全部

航
雌

随時

裁判 官 裁判事務の分配 開廷日

判事

針塚 遵

1燕事件等

１
１
１
１

１
２
３
４

１
１
１
１
(5)

》
《
》

(別表第一事件）

(関連訴訟事件を含むb)

保全巽義及び保全取消事件

家事共助事件，

求事件を除く）

家肇剰寒件（臨検許可伏請

(6)臨検許可伏請求事件(薯筋時間外を除く。 ）

3分の1

5分の1

5分の1

5分の1

全部

2分の1

鵬
木
鵬
鵬
鵬
鵬

判事

吉田光寿

1家事事件等

１
１
１
１
１
１

１
２
３
４
５
６

１
１
１
１
１
１

家事審判事件偶I陵第二事件）

‘関連訴訟事件を訓

保全巽義及び保全取消事件

臨検許可状請求事件(執務時間外を除く。 ）

3分の1

3分の1

5分の2

5分の2

5分の2

2分の1

火
火
月
鵬
鵬
鵬

判事

藤田 壮

1家事調牛等

(1)家事審判事件（別表第二事件）

（2）家事調停事件

（3）人事訴訟事件（関違獄融事件を含むb)

（4）保全命令事件

（3）保全異議及び保全取消事件

3分の1

3分の1

5分の2

5分の2

5分の2

金
金

火

職
職



判事

坂巻陽士

1家事事件等

（1）家事審判事件侶I辰第一事件） 3分の1 随時

判事

林 直弘

1燕事件等

(1)

(2)

家事審判事件（別表第二事件）

蒜調停事件

2少年事件

(1)少年ｲ辮件

ア身柄事件

3分の1

3分の1

5分の2

月
月

水木

博

1家事事件等

（1）家事審判事件（月I辰第一事件） 3分の1 随時

獅
訓 航

1少年事件

（1）少年購件

ア
イ
》
》

ウ交通鰯保護観察謂畠1事件，

件，委託講習事件

自庁講習事

(2)準少年保護事件，少年審半膳共助事件，少

年審ド畷陣件

5分の2

扮
釧
の3

3分の2

赫
赫

木

随時

判事補

水 口美弥

1少年事件

（1）少年｛瀞件

ア
イ
》
》

(2)準少年保護事件，少年審判等共助事件,少

年審判雑事件

5分の1

4分の1

3分の1

水木

水木

随時



判事

針塚 遵

判事

吉田光寿

判事

藤田 壮

判事

林 直弘

判事補

水口美弥

1家事事件等

（1）合議事件 全部 水

判事

針塚 遵

判事

吉田光寿

判事

白石篤史

判事

藤田 壮

判事

林 直弘

判事補

島崎 航

判事補

水口美弥

全部 随時



1家事事件等

(1) BI俵第二調停事件から移行した審判事件は，当該調停係裁判官が担当する。

（2）臨検許可状請求事件(彰驍時間外を除く｡）については，龍ｹ崎支部の管轄に属する事件

を士浦支部において取り扱うものとする。

2少年事件

（1）少年保護事件

ア判事補島崎航又は判事補水口美弥が担当した事件の20条決定は，判事林直弘が担当す

る。

イ執務時間外における観護措置等については，水戸地方裁判所裁判事務の分酉辞について

の定め目ll=11の2記載の土浦支音陵畔I官以外の地方裁判所の裁判官も水戸家庭裁判所土

浦支部の裁判官として， これを取り扱うことができる。この取扱いについては，第3条第

2項前段に基づき，土浦支部の裁判官が別途協議して定めるが， この協議には，上記士浦

支部以外の裁判官も加わるものとする。

（2）準少年ｲ鱗件等

ア収容継続申請事件については，当該少年について少年院送致の決定をした裁判官が担

当する。

『



4龍ケ崎支部

裁判 官 裁判事務の分配 開廷日

判事

國分晴子

1蕊事件等

(1)家事審判事件偶I陵第一事件）

(2)家事審判事件腸l俵第二事件）

(3)家事調停事件

(4)人事訴訟事件（関連訴訟事件を含むb )

(5)保全命令割牛（保全異議及び保全取消事件を

含むb )

2分の1

2分の1

2分の1

2分の1

2分の1

木
木
月
水
随時

判事

宮部良奈

1家事事件等

(1)家事審判事件(別

(2)家事審判事件(別

(3)蒜調停事件

１
１
４
５
１
１

襄菫三菫鱈
人事訴訟事件（関連訴訟事件を含むb )

保全命令調牛（保全異議及び保全取消事件を

含迎）

(6)家事共助事件,家事唯事件

2分の1

2分の1

2分の1

2分の1

2分の1

全部

火
火
水
木

職
職

1家事事件等

(1)別表第二調停事件から移行した審判事件は，当該調停係裁判官が担当する。



5麻生支部

●

裁判 官 裁判事務の分配 開廷日

判事

相澤千尋

1霜事件等

(1)家事審判事件（別表第一事件）

ア月I柵記載の事件

イ月I脳記載の事件

１
１
２
３
１
１

を除く全事件

家事審判事件（別表第二事件）

家謡#誰導件

(4)人事訴訟事件（関連訴訟事件を含むb )

(5)保全命令事件（保全異議及び保全取消事件

を含むb ) ， 家事共助事件,家肇剰琴件

34分の

の2

釧
釧
釧
紛
鋤

峨
峨
峨
峨
雌
鵬

判事

小嶋順平

1家事事件等

(1)家事審判事件侶ll表第一事件）

ア

(2)

月I脳記載の事件

人事訴訟事件（関鱈訴訟事件を含むb )

4分の1

3分の1

峨
峨



6下妻藩‘

裁判 官 裁判事務の分配 開廷日

判事

岡野典章

1家事事件等

(1)家事詳判事件

１
１
月
月

ア
イ

(2)家事謝号零件

１
１
３
４

ｉ
ｉ
保全命令事件

家事雑事件（臨検許可状請求事件及び履行

勧告事件を除く｡）

(5)臨検許可状請求事件(彰驍時間外を除く。 ）

3分の1

3分の1

3分の1

2分の1

5分の1

4分の1

鵬
職
木
鵬
鵬
鵬

判事

内田めぐみ

1家事事件等

(1)舞審ドﾘ事件

ア
イ

１
１
１
１

２
３
４
５

１
１
１
１

別

月I陵

'関連訴訟事件を訓

保全異議及び保全取消事件

(6)家事雑事件（臨検許可状請求事件及び履行

勧告事件を除く｡）

(7)臨検許可状請求事件(執務時間外を除く。 ）

3分の1

3分の1

3分の1

8分の7

2分の1

2分の1

5分の1

4分の1

職
鵬
月
航
鵬
職
鵬
鵬

判事

小西安世

1霧事件等

(1)家事審判事件

ア別表第一事件

(2)保全巽義及び保全取消事件

(3)家事唯事件（臨検許可状請求事件及び履行

勧告事件を除く｡)

(4)臨検許可状請求事件(執務時間外を除く。 ）

(5)家事共助事件,履行勧告詞牛

2少年事件

(1)少年儒審事件

ア在宅事件（交通事件を除く｡）

3分の1

2分の1

5分の1

4分の1

全部

2分の1

朧
鵬
鵬
鵬
職

火



告碆副牛左畭

判事

坂巻陽士

1 1

(1) 可伏請求事件及び履行 5分の1 随時

判事補(特例

人見和 幸

1家事事件等

(1)家事審判事件

ア別表第二事件

１
１
２
３

１
１
鶉調停事件

人喜瀞獄津件（関磨獄事件を含むb)

(4)家事辮隼件

勧告事件を除く

(臨検許可状請求事件及び履行

｡）

(5)臨検許可状請求事件(執務時間外を除く。 ）

2少年事件

(1)少年ｲ聯件

ア
イ

ウ

身柄事件

在宅事件(交通事件を除く｡）

在宅交通事件

(2)準少年保護事件,少年審判等共助事件,少

年審胤卿津件

3分の1

3分の1

8分の1

5分の1

4分の1

全部

2分の1

釧
釧

随時

金
水

職
鵬
肱
肱
肱
鵬

判事

岡野典章

判事

内田めぐみ

判事補塒例）

人見和幸

1家事割牛等

(1)合議事件 全部 卿寺

判
判

事

岡野

事

典章

小西安

判事補、寺例）

人見和

世
幸

全部 卿寺



震少年保冒騨ｲ牛

又谷僻目二



侶l綱

事 件 名嫁事評拝続法月l辰第一の項番号）

1 嫡出否認の訴えの糊I｣ｲ鯉人の選任（59）

2 子の氏の変更についての許可（60）

3 養子縁組をするについての許可襯族間の場合） （61）

4 死後離縁をするについての許可（62）

5 子に関する糊ﾘｲ鯉人の選任（65）

6 相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長（89）

7 限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理（91）

8 限定承認の申述の受理（92）

9 鑑定人の溜壬（93， 98， 100， 109）

10 限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任（94）

11 相続の放棄の申述の受理（95）

12 遣后書の横認（103）

13 遺言零W丁者の選任（104）
b

14 遺留分の臓についての許可 (110）

15 氏の変更についての許可（122）

16 名の変更についての許可（122）

17 戸籍の託Eについての許可（124）

18 保護者の順位の変更及び保護者の選任（関連する扶養義務の設定を含むb )

(130 （84） ）


